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   問合せ先 

ひたちなか市都市整備部区画整理事業所区画整理事業課 

   〒３１２－８５０１茨城県ひたちなか市東石川２丁目１０番１号（市役所行政棟３階） 

ＴＥＬ ０２９－２７３－０１１１（内線１３７１） 

 

六ッ野土地区画整理事業 

保留地販売案内書 

旧六ッ野公園グラウンド保留地９期（２０２５年度秋）販売 

販売 
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１ 土地区画整理事業，保留地                              

六ッ野土地区画整理事業による保留地（宅地）の販売（公開抽選）において，必要な手続きや契約にあ

たり承知していただきたい事項を本書に記載しておりますので，ご確認のうえ申込みをお願いします。 

保留地の販売にあたっては本書のほか，土地区画整理法（以下「法」といいます。），水戸・勝田都市計

画事業六ッ野土地区画整理事業施行規程を定める条例，ひたちなか市土地区画整理事業保留地処分事務

取扱規則（以下「取扱規則」といいます。）その他関係法令が適用されます。 

 

土地区画整理事業とは 

まちづくりの手法の一つとして，道路や公園等の公共施設の整備改善と土地の利用増進（土地の価値

を高める）を図る事業であり，開発利益の範囲内で土地所有者の土地を無償で少しずつ提供していただ

く減歩と土地の区画形質の変更により事業を進めます。 

 

保留地とは 

減歩された土地の一部は，売却して区画整理事業の財源とする土地になり，この土地のことを保留地

といいます。保留地は，換地処分（事業完了）による登記が完了するまでの間は，法務局に登記簿が存

在しませんが，市が「保留地権利登録台帳」により管理し，通常の宅地と同様にお使いいただけます。

また，権利関係の証明は市で行います。 

 

土地区画整理法の規定 

保留地は，換地処分（事業完了）の公告があった日の翌日において施行者である市が取得し（法第

１０４条第１１項），登記を行った後，購入者に対して所有権移転登記を行うことになります。（法第

１０７条第２項）それまでの間，購入者が有する権利は，保留地の使用収益権及び換地処分後の所有

権移転請求権となります。 

＊現在の計画では，換地処分は２０３５年３月３１日の予定です。（換地処分は事業進捗により変

更となる場合があります。） 

 

 

保留地の位置 

施行期間 

平成６年度（１９９４年度）～  

令和１６年度 (２０３４年度) 

施行者    ひたちなか市 

施行期間   １０３．４ha 

六ッ野土地区画整理事業の概要 
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２ 抽選申込み                              

１ 抽選参加申込受付                                   

 市役所窓口及び郵送で受け付けます。 

 期間 令和７年（２０２５年）１０月１０日（金）から１０月２１日（火）＊窓口は土日祝を除く 

時間 ８時３０分から１７時１５分 

 ＊郵送の場合は，１０月２１日必着（消印不可） 

 

 窓口で申し込む場合 

抽選参加申込書（以下「申込書」）は窓口に用意してありますので，直接窓口にお越しいただく

か，市ホームページからダウンロードした申込書をご提出ください。 

 

 郵送で申し込む場合 

市ホームページからダウンロードした申込書に必要事項を記載し，下記まで郵送してください。

申込書の到達後，申込書記載のメールアドレスにメールを送信し，後日保留地抽選参加申込控（以

下「申込控」）を郵送します。なお，申込書を郵送し数日経過しても市からメール送信がない場合

や申込期限間際に申し込む場合は，お手数ですが下記まで電話連絡をお願いします。 

 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 ＊申込み人数は，適時市ホームページで公開し，確定申込み人数は，１０月２１日１９時頃に市ホ

ームページで公表します。 

２ 申込控を交付                                           

・本人（家族含む）が直接窓口で申込みをした場合  その場で交付 

・代理人又は郵送で申込みをした場合        申込者の住所宛に郵送 

 

窓口・郵送先 

 〒３１２－８５０１ 

ひたちなか市東石川２丁目１０番１号 

ひたちなか市都市整備部区画整理事業課 

市役所行政棟３階 

 

電話連絡先 

０２９－２７３－０１１１ 

（内線１３７１） 

 

 

市役所案内図 



３ 

 

３ 公開抽選会                                

 

日 時 令和７年（２０２５年）１０月２６日（日）１０時００分 （受付９時５０分から） 

場 所 ひたちなか市役所第３分庁舎２階防災会議室３（Ｐ１９公開抽選会場のご案内参照） 

持参する物 申込控 

 

１. 抽選会への出席 

公開抽選は，申込者又は代理人の出席が必要です。ただし，申込者が１名の区画は，１０月 

２１日（火）１７時１５分をもって当選が確定するため，出席の必要はありません。抽選となら

ない区画の申込者へは個別にご連絡します。 

抽選会に代理人が出席する場合は，委任状及び申込者の印鑑証明書を提出してください。（申

込者の家族，法人の従業員が代理人になる場合は，委任状及び印鑑証明書は不要です。） 

なお，抽選会場には申込者及び申込者の家族，代理人以外の者は入室できません。 

２. 申込者がいなかった区画 

１０月２２日（水）８時３０分から先着順で申込みを受付けします。受付開始の８時３０分

に複数名の申込者が現れた場合は，その場で抽選を行い買受者を決定します。 

 

４ 注意事項（申込み，抽選会について）                                 

１ 申込みに関して                                          

１． 申込みは，１世帯１区画，１法人１区画です。同一世帯，同一法人で複数区画への申込みや同一区

画への重複申込みはできません。 

２． 契約者は申込者とし，当選確定後は変更できません。法人で申込む場合は，法務局に印鑑登録され

ている所在，商号を記入してください。 

３． 共有名義での契約を希望する場合は，共有で申込みをしてください。売買契約書に共有持分割合の

記入が必要となりますので，共有持分について十分に協議しておいてください。 

４． 申込受付期間中であれば申込み後の区画変更は窓口でのみ可能です。（再度申込書の記入が必要と

なります。） 

５． 本書に記載してある保留地概要及び現地を確認してください。 

６． 契約締結までに契約保証金の納入（売買代金の１０％以上），売買契約締結後６０日以内に売買代

金から契約保証金を除いた残金の納入が必要となりますので資金計画を立てたうえで申込みをし

てください。納付期限は延長できません。 

７． 住宅ローンの利用を検討されている場合は，事前に金融機関等と協議をしたうえで申込みをして

ください。 



４ 

 

８． Ｐ５抽選会参加心得書の抽選参加資格を確認してください。 

２ 公開抽選会に関して                                          

１．Ｐ５抽選会参加心得書の抽選会参加についての注意事項を事前に確認しておいてください。 

２．指定時間までに抽選会場に来場しない場合は，やむを得ないと認められる場合を除き棄権とみな

しますので，時間に余裕をもってお越しください。 

３．当日は，Ｐ１９公開抽選会場のご案内に表記しているルートに従って来場してください。 

 

５ 当選の無効・辞退，繰上げ当選                                 

１ 当選の無効                                           

抽選参加資格がない者が申込みをした場合，不正な申込みが判明した場合及び契約締結期間内に契

約を締結いただけない場合は，当選は無効となります。 

 

２ 当選の辞退                                        

下記期限内であれば当選を辞退することができます。なお，辞退期限は延長できません。 

  辞退期限 

   抽選を実施しなかった区画（申込者が１名の区画） １０月２４日（金）１７時１５分 

   抽選となった区画（申込者が２名以上の区画）   １０月２９日（水）１７時１５分 

 

１. 補欠者がいない区画（抽選とならなかった区画）で辞退が生じた場合 

抽選会の際，落選者に購入の意思確認を行い，購入希望者がいる場合はその方を買受者とし

ます。（購入希望者が複数の場合は抽選のうえ買受者を決定します。）なお，抽選会落選者で購

入希望者がいない場合は，先着順で販売します。 

２. 抽選となった区画で当選者・補欠者ともに辞退が生じた場合 

同保留地抽選時の落選者に購入の意思確認を行い，購入希望の場合はその方を買受者としま

す。落選者が複数人おり，購入希望者が複数人となった場合は再度抽選を行います。 

 

３ 補欠者の繰上げ当選                                    

当選者が辞退した場合は，補欠者が繰上げで当選となります。繰上げで当選となる場合の連絡は， 

１０月３０日（木）までに行います。なお，繰上げ当選に該当しない補欠者に対する連絡は行いませ

ん。 

 

 

 



５ 

 

６ 抽選会参加心得書                                                                                                    

 



６ 

 

７ 保留地の概要                                                                                                    

番号 街区 符号 地積(㎡) ㎡単価(円) 価格(円) 備考 

① 235 1 214.44 52,900 11,343,000 ごみ集積所隣接 

② 235 2 217.11 53,000 11,506,000 電柱，支線あり 

③ 235 3 217.04  53,500 11,611,000  

④ 235 4 217.09  53,500 11,614,000  

⑤ 235 5 217.07  53,000 11,504,000 電柱あり 

⑥ 235 6 217.02  53,500 11,610,000  

⑦ 235 7 217.02  53,000 11,502,000 電柱，支線あり 

⑧ 235 8 217.03  57,300 12,435,000 電柱，支線あり 

⑨ 235 9 217.02 65,300 14,171,000 電柱あり 

⑩ 235 10 217.27  63,100 13,709,000  

⑪ 235 11 219.98  62,100 13,660,000 電柱，支線あり 

⑫ 235 12 235.81  63,100 14,879,000  

⑬ 235 13 267.24  63,100 16,862,000  

⑭ 235 14 314.16  62,800 19,729,000 電柱，支線あり 

⑮ 235 15 232.26  66,000 15,329,000  

⑯ 235 16 287.34  52,900 15,200,000 ごみ集積所隣接 

表記の地積は，実測地積です。（売買契約は実測地積で行います。） 

 

 

   

１．水道，下水道引込み済 
２．電柱（支線）は道路や他敷地へ移設できません 
３．東側歩道に車両の出入り口は設置できません 
４．南側歩道切下げは自己負担となります 



７ 

 

１ 都市計画法・建築基準法に基づく制限の概要                               

 

 

 

 

 

 建ぺい率＝建築面積の敷地面積に対する割合 

容積率 ＝建築物の延べ面積の敷地に対する割合 

 

都市計画法に関する問合せ先  ひたちなか市都市整備部都市計画課 

  建築基準法に関する問合せ先  ひたちなか市都市整備部建築指導課 

 

２ 接道                             

 保留地番号１から７，１６     幅員６ｍの市道に接道 

保留地番号８，          幅員６ｍ及び８ｍの市道に接道 

   保留地番号９，          幅員８ｍ及び１７ｍの市道に接道 

   保留地番号１０から１４，     幅員１７ｍの市道に接道 

   保留地番号１５，         幅員６ｍ及び１７ｍの市道に接道 

問合せ先  ひたちなか市建設部道路管理課 

 

３ ライフライン                      

上水道 ： 引込み済 （口径２０ｍｍ） 下水道 ： 引込み済 

宅地内に水道管の引込み工事及び公共（下水道）桝の設置工事を実施済みです。接続，宅地内の配

管等の工事及び高さの調整に係る費用は，購入者の負担となります。なお，水道管の引込み位置及び

公共桝の位置は変更できません。 

ガス ： プロパンガス（都市ガスの供給エリアではありません。） 

 

４ 負担金                    

   新規給水申込みをする際に水道加入者負担金が発生し，口径２０ｍｍで１７６，０００円（税込

み）となります。なお，下水道受益者負担金は発生しません。 

水道加入者負担金に関する問合せ先 ひたちなか市水道事業所 

 

 

 

都市計画区域 市街化区域 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 

建ぺい率 ５０％（一部角地緩和６０％） 

容積率  １５０％ 

建築物の高さ制限 １５ｍ 

 

建築基準法に関する指定状況 

道路斜線制限  有 

隣地斜線制限  有 

北側斜線制限 無 

日影規制 有 

 



８ 

 

５ 保留地（宅地）の造成                                        

造成基準 

造成の品質管理は，茨城県の宅地品質管理マニュアルを参考とし，長期許容支持力３０ＫＮ／㎡

以上を街区として平均的に確保していますが，敷地内のすべての位置においてこの値を保証する

ものではありません。 

また，宅地内には雑草根が存在し砕石が混入している場合がありますが，現況のまま引き渡しと

なります。（現地をご確認ください。） 

 

   地盤補強が必要となる場合 

建築される建築物の規模や建築業者等の基準により地盤改良等の費用負担が必要となる場合は，

購入者の負担となります。（市で再造成や費用負担を行うことはできません。） 

 

   地盤高（敷地の高さ） 

原則，変更できません。ただし，隣接地に影響を及ぼさない範囲での軽微な変更及び駐車スペー

ス，車の出入りに係る部分は除きます。（地盤高の変更は，法第７６条に基づく市長の許可が必要と

なります。法７６条については，Ｐ１２をご確認ください。） 

 

６ 保留地の地積                                        

売買契約に用いる地積は実測地積です。事業全体の完了時に行う出来形確認測量の結果，契約地積

と増減が生じた場合は，その地積に応じた金額を精算します。精算は，売買契約時の単価で計算しま

す。 

 

７ 保留地の境界                      

コンクリート杭により表示しています。 

 

８ 電柱（電線）                                            

市が施行する土地区画整理事業地内は，都市計画道路の歩道を除き電柱を宅地内に建柱すること

を原則としています。旧六ッ野公園グラウンド保留地の電柱位置は，事前に㈱東京電力と協議し決

定しており，保留地に電柱が建柱されている区画は，販売価格から割引しています。 

 

保留地番号２，５，７，８，９，１１，１４購入者の方 

電柱（支線）が建柱されていますが，他の敷地や道路へ移設することはできません。 

＊保留地番号２，５，７，８，９，１１，１４を購入された方は，保留地の引き渡し完了後，電柱（電線）管

理者（㈱東京電力，㈱ＮＴＴ東日本）との間で土地使用契約等を締結していただく必要がありますので，購入

者の住所・氏名を電柱（電線）管理者に提供することを同意してください。 



９ 

 

９ 車両の出入り口の設置について                                       

・ 保留地番号８，９東側の車両の出入りはできません。 

・ 保留地番号９，１０，１１，１２，１３，１４南側については車両乗り入れのため，歩道の切り

下げ工事が必要となります。工事費用等は購入者の負担となりますのでご注意ください。 

問合せ先  ひたちなか市建設部道路管理課 

８ 当選後                                                                                                    

１ 売却決定通知書等の送付                                  

保留地売却決定通知書，契約保証金の納入通知書を郵送します。書類は，令和７年（２０２５年） 

１１月５日（水）に速達で郵送します。 

２ 契約保証金の納付                                     

売買契約を締結するまでに契約保証金（売買代金の１００分の１０以上）の納付が必要となりま

す。納入通知書によりひたちなか市指定金融機関又は収納代理金融機関の窓口で納めてください。な

お，契約を解除した場合，契約保証金は返還できません。（取扱規則第１４条・１９条） 

  指定金融機関   ㈱常陽銀行 

  収納代理金融機関 ㈱筑波銀行 ㈱東日本銀行 水戸信用金庫 茨城県信用組合 

           中央労働金庫 常陸農業協同組合 東日本信用漁業協同組合連合会 

９ 売買契約                                                                                                    

１ 売買契約の締結                                          

下記期間内（保留地売却決定通知を受けた日から１５日以内）に売買契約を締結していただきま

す。（取扱規則第１３・１４条）日時は，当選された方と調整させていただき決定します。 

 

売買契約締結期間  

令和７年（２０２５年）１１月７日（金）から１１月２１日（金） 

土曜日又は日曜日の契約を希望される場合は，１１月１５日（土），１１月１６日（日）の 

いずれかで調整させていただく予定です。なお，売買契約締結期間内に売買契約を締結いた 

だけない場合は，売却決定（当選）は取消しとなります。 

 

契約時に必要なもの 

① 印鑑証明書 発行から３か月以内。共有の場合は，共有者全員分 

② 実印   

③ 収入印紙（１万円） 

④ 契約保証金の領収書 
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２ 売買代金の納付                                       

売買代金から契約保証金を除いた残金は，売買契約を締結した日から６０日以内に納付していた

だきます。契約保証金と同様に納入通知書によりひたちなか市指定金融機関又は収納代理金融機関

の窓口で納めてください。（取扱規則第１５条） 

＊納付期限は延長できませんので，資金計画を立てたうえで申込みをしてください。 

 

３ 保留地の引渡し                                       

売買代金全額の完納日（市が受領を確認できた日）を基準として，現況有姿により保留地を引渡し

ます。それによって保留地を使用することができます。（取扱規則第１６条） 

※地盤調査は，売買契約日以降可能です 

【保留地引き渡し通知書等の送付】 

売買代金の受領確認後，保留地引き渡し通知書及び契約保証金充当通知書を郵送します。 

 

４ 契約解除                                         

売買契約締結後，購入者が契約を履行しない場合（期限内の売買代金の納付がない場合等）やひた

ちなか市保留地処分事務取扱規則の規定に違反した場合は，契約を解除します。契約保証金は返還で

きません。 

 

１０ その他                                                                                                     

１ 住所設定                                            

保留地の底地番＋街区・符号を併記して住所設定をしていただきます。使用していただく住所は 

  売買契約時に説明します。 

住所例 

     ひたちなか市大字東石川３３７８番地１４ ２３５街区● 

            底地番           街区符号 

 

将来的には，区画整理事業全体の完了（以下「換地処分」といいます。）に伴い土地の地番が新た

に付番されるため住所の変更が生じます。区画整理事業地内は保留地に限らず換地処分に伴う土地

地番の変更により住所変更が生じます。換地処分は，現在の計画では２０３４年度の予定ですが，事

業の進捗により変更となる場合があります。） 

 

２ 保留地の登記                              

換地処分公告の翌日以降に，市が所有権移転登記手続きを行います。この手続きの際には，登録免
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許税の負担が購入者に発生します。なお，所有権移転登記が完了するまでの間は，市が保留地権利登

録台帳により管理します。 

 

３ 証明書の発行                            

法務局が発行する登記記載事項証明書に代わるものとして，市で保留地証明書及び保留地権利登

録台帳記載事項証明書を発行しています。（証明書は誰でも取得することができます。） 

発行部署  ひたちなか市都市整備部区画整理事業課  手数料 １筆３００円 

 

４ 家屋登記                            

建物の表題登記は，保留地の底地番を用いることになります。 

 

５ 税負担                                         

１. 印紙税（国税）          

売買契約書等，印紙税法に規定されている課税文書に該当する場合に課税され，収入印紙に

より納めます。税額は，Ｐ１３のとおりです。 

 

２. 不動産取得税（県税）       

不動産（土地や建物）を取得したときに課税されます。 

不動産取得税の計算方法はＰ１４～１５のとおりです。詳細は，下記にお問い合わせくださ

い。 

問合せ先 茨城県常陸太田県税事務所課税第二課（不動産取得税） 

       常陸太田市山下町４１１９ ℡０２９４－８０－３３１２ 

 

３. 固定資産税・都市計画税（市税）          

毎年１月１日時点の土地・家屋の所有者に課税されます。 

固定資産税・都市計画税の計算方法はＰ１６～１７のとおりです。詳細は，下記にお問い合わ

せください。 

問合せ先 ひたちなか市総務部税務事務所資産税課 ℡０２９－２７３－０１１１ 

 

４. 登録免許税（国税）     

土地や建物の所有権移転登記等の登記手続きの際に課税されます 

登録免許税の計算方法はＰ１８のとおりです。詳細は，下記にお問い合わせください。 

問合せ先 水戸地方法務局 水戸市北見町１番１号  ℡ ０２９－２２７－９９１１  
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６ 住宅等の建築にあたり必要な手続き                              

１．７６条許可申請（法第７６条）  

住宅（建築物）の建築や工作物の設置，地盤高の変更を行う場合は，土地区画整理法第７６条

の規定に基づく市長の許可が必要となります。（建築確認申請が必要となる建築行為については，

建築確認申請手続きの前に法第７６条許可申請手続きが必要となります。） 

＊売買代金のお支払い完了後でなければ，建築物等の着工はできません。 

申請先 ひたちなか市都市整備部区画整理事業課 

 

２．地区計画の届出 

六ッ野土地区画整理事業地区内は地区計画区域内です。地区計画は，まちづくりの目標や建築

物の建て方などについてルールを決め，住みよいまちづくりをするものです。建築物の建築や工

作物の設置をする場合等は届け出が必要となりますので下記に届け出をしてください。 

   届出先  ひたちなか市都市整備部都市計画課 

 

７ ごみ集積所                                        

旧六ッ野公園グラウンドの保留地については，ごみ集積所（燃えるごみ・燃えないごみ用）を設け

ています。日常の維持管理は購入者の方々で行っていただきます。 

 

８ 自治会                                          

自治会は，「六ッ野自治会」です。活動内容は，資源回収や環境美化運動，防犯灯の設置や維持

管理，児童下校時の見守り活動などです。詳細については，ひたちなか市自治会連合会作成のパン

フレット「おとなりさん」をご覧いただくか，下記までお問い合わせください。 

問合せ先 ひたちなか市市民生活部市民活動課 

 

９ 教育機関                                         

【小学校】外野小学校  【中学校】大島中学校 

問合せ先 ひたちなか市教育委員会学校管理課 

 

１０ ハザードマップ                                       

【洪水ハザードマップ】 保留地は浸水想定区域ではありません。 

【内水ハザードマップ】 保留地は浸水想定区域ではありません。なお，内水ハザードマップは， 

国土交通省が公表している関東地域想定最大雨量である時間雨量１５３ 

ｍｍを想定して作成しています。 

問合せ先 ひたちなか市建設部河川課 
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１１ 参考資料                        

 

水道加入金 

 

 表記の金額は，税抜き金額です。 

 ひたちなか市水道事業所ホームページより抜粋 

 

 

印紙税 

令和９年３月３１日までに作成される契約書については，軽減税率が適用されます。 

 

 

 

                                国税庁ホームページより抜粋 
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不動産取得税 

 

 

 

 

茨城県県税のホームページより抜粋 

 

 

 

 

 



１５ 

 

 

 

 

茨城県県税のホームページより抜粋 

 



１６ 

 

 

固定資産税 

 

 

都市計画税 

 

 ひたちなか市資産税課ホームページより抜粋 



１７ 

 

 
ひたちなか市資産税課ホームページより抜粋 

 

 

 



１８ 

 

登録免許税 

 

 

               

 

国税庁ホームページより抜粋  

  

なお、次の２及び３の登録免許税の税率の軽減措置の適用期限も，令和６年度の税制改正により、令

和８年３月 31日までとなっています。 
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１２ 問合せ先一覧                                                                                                    

ひたちなか市役所 ＴＥＬ０２９－２７３－０１１１ 

内容 担当部署 窓口 

六ッ野土地区画整理事業 都市整備部区画整理事業課 行政棟３階 

固定資産税，都市計画税 総務部資産税課    第２分庁舎１階 

住所異動  市民生活部市民課  行政棟１階 

自治会 市民生活部市民活動課 第２分庁舎２階 

ごみ集積所 経済環境部廃棄物対策課 第２分庁舎３階 

＊水道 水道事業所 水道事業所庁舎 

（阿字ヶ浦町１５５２－１） 

＊下水道 建設部下水道課 企業合同庁舎３階 

地区計画 都市整備部都市計画課 行政棟３階 

建築確認申請 都市整備部建築指導課 行政棟３階 

 ＊水道，下水道の使用開始，中止，名義変更，料金支払いの窓口は，行政棟１階の上水道窓口となります。 

１３ 公開抽選会場のご案内                                       

 

公開抽選会場 

第３分庁舎２階防災会議室３ 

 

来場ルート 来場ルート 

職員が庁舎入り口前におりますのでお声掛

けください。（庁舎セキュリティにより抽選

会参加者が直接庁舎内に入ることはできま

せん。） 

コンビニ 

 

(注) 抽選会当日は，正面玄関から（行政

棟内を通り抜けて）公開抽選会場（第３分

庁舎）へ来場することができません。標記

の来場ルートに従い来場してください。 


